
 

 

石川県立学校条例の一部を改正する条例の 

施行期日を定める規則の制定等について 
 

 

１ 提案理由 

県立あすなろ中学校の設置に伴い、関係規定を整備する必要が

あるため 

 

 

２ 関係規定 

 （１）石川県立学校条例の一部を改正する条例の施行期日を定める 

規則の制定 

 （２）石川県教育委員会事務局等組織規則の一部改正 

 （３）夜間中学開設準備室廃止に係る告示 

  

 

３ 概要 

 （１）県立あすなろ中学校を規定する石川県立学校条例の施行日を

令和６年８月１日とする 

 （２）県立あすなろ中学校の設置に伴い、事務局の事務分掌を整理 

 （３）夜間中学開設準備室を廃止する 

 

４ 制定案 

   別添資料 

 

５ 施行年月日 

   令和６年８月１日 

  （室廃止の告示については、令和６年７月３１日） 
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 石川県教育委員会事務局等組織規則（昭和 40 年石川県教育委員

会規則第５号）第 15 条第１項の規定により設置した夜間中学開設

準備室は、令和６年７月 31 日限り廃止した。  
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石川県教育委員会   

 

   

   


